
令和３年８⽉27日開催

第10回神奈川県営⽔道懇話会

県営⽔道の現状について
（大都市⽔道事業体との経営指標の比較を通じて）

資料５



Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について

Ⅲ 職員数について

Ⅳ 債務の状況について

Ⅴ まとめ
〇全国18政令市及び東京都・千葉県・神奈川県の21⽔道事業体を対象に比較した。
（給⽔人口が70万人以上の⽔道事業体）
〇令和元年度決算数値をもとにしている。
（福岡市及び熊本市は、令和２年７⽉豪⾬により、調査ができなかったため、

平成30年度決算数値を使用している。）
〇数値は四捨五入をしているため、内訳の数値と合計が合わない場合がある。
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県営⽔道のあゆみ

給水区域
１市９町

給水区域
６市５町１村

湘南地域
・人口増加による⽔需要の増加
・地元市町村だけでは⽔源が確保できず、
県営による上⽔道事業実施を要望

昭和８年に県による⽔道事業開始
（県営⽔道が創設）

創設時
（昭和８年）

企業庁発足時
（昭和27年）

昭和27年の地⽅公営企業法の施⾏に
伴い、神奈川県企業庁が発足

湘南及び相模原の両⽔道を経営
（企業庁による県営⽔道の実施）

湘南・県央・相模原等の地域か
ら、上⽔道整備の切実な要望が
相次ぎ、逐次給⽔区域を拡大

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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県営⽔道の現在

〇年々増加する⽔需要に対処するため、⽔道
施設の拡張事業を継続して実施しており、昭
和17〜57年度にかけて、第１〜８次にわたる
拡張事業を⾏った。
〇昭和58〜平成３年度にかけては、既存の⽔
源で安定給⽔の充実を図るため施設拡充事業
を⾏った。
〇平成４年度から宮ヶ瀬ダムによる相模川⽔
系からの新規受⽔に対応するため、第９次拡
張事業を実施した。
〇令和２年４⽉１日現在の県営⽔道の施設は
・⽔源及び浄⽔場13カ所
・ポンプ所97カ所
・配⽔池111箇所
・管路延⻑ 約9,382㎞

となっている。

企業庁発足後も、⽔源の確保等の根本的な課題を単独で解決で
きない市町からの要請を受け、順次給⽔区域を拡大し、現在で
は、12市６町に住む約283万人の県⺠に給⽔を⾏っている。

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
経営環境（大都市の⽔道事業体を比較）

１東京都 1,239㎢
２神奈川県 808㎢
３岡山市 750㎢
５千葉県 566㎢
７横浜市 436㎢
16大阪市 225㎢
21川崎市 144㎢
１東京都 1,364万人
２横浜市 376万人
３千葉県 306万人
４神奈川県 283万人
５大阪市 275万人
８川崎市 154万人
１東京都 14億7,846万㎥
２横浜市 3億7,768万㎥
３大阪市 3億7,154万㎥
４千葉県 3億 537万㎥
５神奈川県 3億 303万㎥
９川崎市 1億6,864万㎥

１東京都 3,385億円
２横浜市 794億円
３千葉県 751億円
４大阪市 664億円
５神奈川県 548億円
11川崎市 320億円

１東京都 3,086億円
２横浜市 742億円
３千葉県 670億円
４大阪市 504億円
５神奈川県 497億円
11川崎市 288億円

管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・千葉県）に比べて、
県営⽔道の「収益的収入」「収益的支出」は少ない。

１東京都 28,022㎞
２横浜市 9,423㎞
３神奈川県 9,382㎞
４千葉県 9,179㎞
７大阪市 5,223㎞
20川崎市 2,530㎞
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県営⽔道の「経常収支比率」は110％で、大都市平均(112%)に
比べて低いが、⿊字経営となっている。

〇経常収支比率 ＝ 経常収益／経常費用×100 ※総収益・総費用から特別収益・特別損失を除いたもの
〇経常費用が経常収益によって、どの程度賄われているかを⽰すもので、⽔道事業の収益性を

表す指標の一つ。 100％以上の場合は、単年度収支が⿊字であることを⽰す。

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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ＮＯ 事業体名 経常収支比率
Ａ／Ｂ

経常収益
（億円）Ａ

経常費用
(億円)Ｂ

1札幌市 132.62% 423 319 
2大阪市 128.10% 646 504 
3福岡市 124.54% 359 288 
4熊本市 122.67% 133 108 
5京都市 118.24% 324 274 
6さいたま市 117.53% 305 260 
7静岡市 113.22% 100 88 
8新潟市 112.64% 158 140 
9千葉県 112.18% 751 669 

10仙台市 111.32% 277 249 
11川崎市 111.21% 320 288 
12岡山市 111.06% 152 137 
13神奈川県 110.15% 547 497 
14東京都 109.68% 3,385 3,086 
15神⼾市 109.62% 355 324 
16堺市 109.04% 162 149 
17広島市 107.03% 243 227 
18横浜市 107.00% 794 742 
19北九州市 106.40% 181 171 
20名古屋市 106.20% 466 439 
21浜松市 103.79% 118 113 

大都市平均 112.42% 486 432 
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県営⽔道の「管路延⻑」は9,382㎞で、全国で３番目に⻑く、
横浜市・千葉県と同規模となっている。

〇管路延⻑（㎞） ＝ 導⽔管 ＋ 送⽔管 ＋ 配⽔管

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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NO 事業体名 管路延⻑
(㎞)

1 東京都 28,022 
2 横浜市 9,423 
3 神奈川県 9,382 
4 千葉県 9,179 
5 名古屋市 8,595 
6 札幌市 6,109 
7 大阪市 5,223 
8 神⼾市 5,196 
9 浜松市 5,193 

10 広島市 4,853 
11 北九州市 4,610 
12 岡山市 4,376 
13 新潟市 4,359 
14 京都市 4,266 
15 福岡市 4,188 
16 仙台市 3,752 
17 さいたま市 3,657 
18 熊本市 3,508 
19 静岡市 2,684 
20 川崎市 2,530 
21 堺市 2,432 

大都市平均 6,264 
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・千葉県）に比べて、
県営⽔道の「収益的収入」は少ない。

〇収益的収入の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色

税抜（億円）
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神奈川県 千葉県 横浜市

H25 572 693 798 

H26 594 742 835 

H27 561 747 821 

H28 558 754 814 

H29 559 777 820 

H30 557 759 802 

R1 548 751 794 

平均 564 746 812 
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県営⽔道の家事用20㎥の⽔道料⾦は2,509円で、千葉県・
横浜市に比べて安い（全国及び大都市平均と比べても安い）

〇家事用20㎥の⽔道料⾦（税込）

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色

（大都市）
NO 事業体名 ⽔道料⾦（円） 神奈川県

との比較
1 仙台市 4,290 171.0%
2 札幌市 3,652 145.6%
3 さいたま市 3,498 139.4%
4 福岡市 3,355 133.7%
5 千葉県 3,250 129.5%
6 京都市 3,014 120.1%
7 熊本市 3,014 120.1%
8 岡山市 2,948 117.5%
9 名古屋市 2,915 116.2%

10 東京都 2,816 112.2%
11 横浜市 2,701 107.7%
12 神⼾市 2,563 102.2%
13 神奈川県 2,509 100.0%
14 新潟市 2,497 99.5%
15 堺市 2,464 98.2%
16 広島市 2,453 97.8%
17 北九州市 2,442 97.3%
18 川崎市 2,321 92.5%
19 静岡市 2,250 89.7%
20 浜松市 2,200 87.7%
21 大阪市 2,112 84.2%

大都市平均 2,822 112.5%

NO 事業体名 ⽔道料⾦（円） 神奈川県
との比較

1 真鶴町 5,295 211.0%
2 三浦市 3,113 124.1%
3 愛川町 2,725 108.6%
4 横浜市 2,701 107.7%
5 横須賀市 2,629 104.8%
6 神奈川県 2,509 100.0%
7 川崎市 2,321 92.5%
8 山北町 2,288 91.2%
9 小田原市 2,255 89.9%

10 座間市 2,248 89.6%
11 大井町 2,183 87.0%
12 箱根町 1,870 74.5%
13 秦野市 1,870 74.5%
14 湯河原町 1,775 70.7%
15 開成町 1,705 68.0%
16 南足柄市 1,595 63.6%
17 松田町 1,485 59.2%
18 中井町 1,485 59.2%

県内平均 2,336 93.1%

（県内事業体）（全国）

3,241.4円
（平成31年4⽉1日現在）

※日本⽔道協会
「⽔道料⾦表」より

※大都市・県内事業体は、令和２年6⽉１日現在
口径別料⾦体系の場合は口径20mmで比較して
いる。

※⽔道料⾦改定後（令和３年７⽉）の横浜市は3,017円
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・千葉県）に比べて、
県営⽔道の「収益的支出」は少ない。

〇収益的支出の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色

税抜（億円）
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・千葉県）に比べて、
県営⽔道の「建設改良費」は少ない。

〇建設改良費の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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R1 196 350 255 

平均 154 299 256 

税込（億円）
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平成13〜26年度までの建設改良費は、100〜120億円程度。
⽼朽管更新の増加等に伴い、平成27年度以降、建設改良費が増加している。

〇県営⽔道の設備投資の推移

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色

税込（億円）
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元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

建設改良費 拡張・拡充

年度 建設
改良費 拡張・拡充 合計

元 115 30 145 
２ 124 33 157 
３ 149 45 194 
４ 161 73 234 
５ 140 95 235 
６ 138 120 258 
７ 135 111 246 
８ 111 91 202 
９ 118 73 192 
10 126 89 215 
11 145 50 195 
12 129 4 133 
13 120 0 120 
14 129 0 129 
15 119 0 119 
16 107 0 107 
17 109 0 109 
18 107 0 107 
19 112 0 112 
20 116 0 116 
21 122 0 122 
22 105 0 105 
23 120 0 120 
24 111 0 111 
25 124 0 124 
26 120 0 120 
27 150 0 150 
28 160 0 160 
29 154 0 154 
30 172 0 172 
元 196 0 196 
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県営⽔道の「人口密度」は3,496人／㎢で、横浜市（ 8,637人／㎢ ）、
千葉県（ 5,396人／㎢ ）、大都市平均（ 5,342人／㎢ ）に比べて低い。

〇人口密度 ＝ 給⽔区域内面積 ／ 給⽔人口
〇⽔道事業の経営を左右する要因として、地理的条件による差異がある。

都市部のように人口密度が⾼い場合は、給⽔区域面積が広く人口が分散している
地域に比べ、効率的な事業運営が可能となる。

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
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NO 事業体名
人口密度
（人/㎢）

A/B

給⽔人口
(人)A

給⽔区域
面積(㎞)B

1大阪市 12,193 2,746,983 225 
2東京都 11,007 13,640,448 1,239 
3川崎市 10,637 1,535,382 144 
4横浜市 8,637 3,761,518 436 
5名古屋市 6,913 2,461,153 356 
6京都市 6,895 1,458,799 212 
7福岡市 6,507 1,533,275 236 
8さいたま市 6,058 1,317,180 217 
9札幌市 5,858 1,962,483 335 

10堺市 5,574 835,109 150 
11千葉県 5,396 3,056,177 566 
12神⼾市 5,278 1,516,525 287 
13広島市 4,527 1,233,302 272 
14静岡市 4,355 681,055 156 
15北九州市 3,641 983,529 270 
16神奈川県 3,496 2,826,838 808 
17仙台市 2,942 1,061,155 361 
18熊本市 2,160 700,344 324 
19浜松市 1,672 773,101 462 
20新潟市 1,084 783,101 722 
21岡山市 942 706,892 750 

大都市平均 5,342 2,170,207 406 
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〇県営⽔道は、管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・
千葉県）に比べて、収益的収入・収益的支出が少ない。

〇要因は①⽔道料⾦が安い（※家事用20㎥で比較）
②建設改良費が少ないことが挙げられる。

〇以下、その影響について分析する。

県営⽔道 横浜市 千葉県 大都市平均
〇管路延⻑ 9,382㎞ 9,423㎞ 9,179㎞ 6,264㎞
(〇給⽔人口 283万人 376万人 306万人 217万人)

〇収益的収入（税抜） 548億円 794億円 751億円 487億円
〇収益的支出（税抜） 497億円 742億円 670億円 432億円

〇⽔道料⾦ （税込） 2,509円 2,701円 3,250円 2,822円
〇建設改良費（税込） 196億円 255億円 350億円 170億円
(〇減価償却費 133億円 198億円 271億円 133億円)

Ⅰ 県営⽔道の経営環境と特色
まとめ
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Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
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県営⽔道の「有形固定資産減価償却率」は54.67%で、横浜市（50.69%）、
千葉県（51.92%）、大都市平均(50.22%)に比べて、資産の⽼朽化度合を
⽰す指標が⾼い。

〇有形固定資産減価償却率 ＝ 有形固定資産減価償却累計額 ／ 有形固定資産のうち
償却対象資産の帳簿原価

〇有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、
資産の⽼朽化度合を⽰す。※一般的に、数値が⾼いほど、法定耐用年数に近い資産が多いことを⽰す。

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
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減価償却累計
額（億円）Ｂ

1札幌市 55.51% 5,096 2,829 
2広島市 55.31% 3,674 2,032 
3神奈川県 54.67% 6,134 3,353 
4名古屋市 53.75% 5,924 3,185 
5仙台市 53.34% 3,450 1,840 
6大阪市 53.33% 7,965 4,248 
7神⼾市 52.91% 5,024 2,658 
8千葉県 51.92% 10,828 5,622 
9横浜市 50.69% 9,705 4,919 

10岡山市 50.02% 2,582 1,292 
11浜松市 49.82% 2,109 1,051 
12川崎市 49.39% 2,936 1,450 
13東京都 48.47% 37,007 17,938 
14静岡市 47.69% 1,687 804 
15新潟市 47.36% 2,619 1,240 
16福岡市 47.18% 4,618 2,179 
17北九州市 46.86% 3,421 1,603 
18京都市 46.65% 5,501 2,566 
19さいたま市 46.21% 3,656 1,690 
20熊本市 45.78% 2,018 924 
21堺市 40.68% 1,730 704 

大都市平均 50.22% 6,080 3,054 

16



県営⽔道の「管路経年化率」は27.82%で、横浜市（24.55%）
千葉県（24.71%）大都市平均(23.24%)に比べて、管路の⽼朽化度合を
⽰す指標が⾼い。

〇管路経年化率 ＝ 法定耐用年数を経過した管路延⻑ ／ 管路延⻑
〇法定耐用年数（40年）を超えた管路延⻑の割合を表す指標で、管路の⽼朽化度合を⽰す。
※一般的に数値が⾼い場合は、法定耐用年数を経過した管路を多く保有していることを⽰す。

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
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Ａ／Ｂ

管路延⻑
（㎞）Ａ

法定耐用年数を
超過した管路延

⻑（㎞）Ｂ
1大阪市 49.25% 5222.73 2572.08
2京都市 36.50% 4265.81 1557.2
3神奈川県 27.82% 9381.86 2609.76
4神⼾市 27.38% 5196.06 1422.55
5川崎市 26.55% 2530.32 671.71
6静岡市 26.12% 2683.54 701.06
7浜松市 25.49% 5193.44 1323.63
8岡山市 25.42% 4375.68 1112.3
9千葉県 24.71% 9178.95 2267.71

10北九州市 24.65% 4610.02 1136.34
11横浜市 24.55% 9423.49 2313.05
12福岡市 24.41% 4187.72 1022.21
13新潟市 24.33% 4358.67 1060.63
14広島市 23.68% 4852.94 1149.16
15仙台市 22.48% 3751.72 843.4
16熊本市 20.11% 3507.74 705.25
17名古屋市 19.14% 8594.52 1644.8
18堺市 18.96% 2432.45 461.17
19東京都 17.54% 28021.54 4913.76
20札幌市 13.09% 6109.48 799.69
21さいたま市 7.73% 3657.32 282.68

大都市平均 23.24% 6263.62 1455.72 
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県営⽔道の「管路更新率」は0.73%で、大都市平均(0.94%)に
比べて、管路の更新ペースが遅い。

〇管路更新率 ＝ 当該年度に更新した管路延⻑ ／ 管路延⻑
〇当該年度に更新した管路延⻑の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる。

※明確な数値基準はないが、数値が１％の場合、全ての管路を更新するのに100年かかる更新ペースであることを⽰す。

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
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更新率
Ｂ／Ａ

管路延⻑
（㎞）Ａ

当該年度に更新
した管路延⻑

（㎞）Ｂ

1札幌市 1.53% 6109.48 93.39
2川崎市 1.43% 2530.32 36.11
3京都市 1.32% 4265.81 56.43
4大阪市 1.17% 5222.73 61.24
5名古屋市 1.11% 8594.52 95.62
6堺市 1.10% 2432.45 26.83
7横浜市 1.09% 9423.49 102.59
8さいたま市 1.06% 3657.32 38.77
9北九州市 1.04% 4610.02 48.07

10福岡市 1.02% 4187.72 42.65
11東京都 0.97% 28021.54 270.96
12岡山市 0.93% 4375.68 40.51
13千葉県 0.81% 9178.95 74.3
14仙台市 0.77% 3751.72 29.03
15神奈川県 0.73% 9381.86 68.27
16熊本市 0.72% 3507.74 25.38
17神⼾市 0.72% 5196.06 37.16
18広島市 0.60% 4852.94 29.11
19浜松市 0.55% 5193.44 28.41
20新潟市 0.53% 4358.67 23.11
21静岡市 0.34% 2683.54 9.04

大都市平均 0.94% 6263.62 58.90 
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市、千葉県）に比べて、
県営⽔道の「管路更新率」は低い。

〇管路更新率の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
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H30 0.78% 1.04% 1.28%

R1 0.73% 0.81% 1.09%
平均 0.73% 0.92% 1.21%
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（建設改良費が少ないため）
〇県営⽔道は、管路延⻑が同規模の⽔道事業体（横浜市・千葉

県）に比べて、資産の⽼朽化度合を⽰す指標である「有形固
定資産減価償却率」が⾼い。

〇管路の⽼朽化度合を⽰す指標である「管路経年化率」が⾼
く、法定耐用年数を超過した管路延⻑は全国で2番目に⻑い。

〇「管路更新率」が低く、管路の更新ペースも遅い。

県営⽔道 横浜市 千葉県 大都市平均
〇有形固定資産 54.67％ 50.69% 51.92%  50.22％

減価償却率
〇管路経年化率 27.82%     24.55%   24.71%   23.24%
〇管路更新率 0.73%       1.09%     0.81%      0.94%

Ⅱ 施設の⽼朽化の状況について
まとめ
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Ⅲ 職員数について
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県営⽔道の「総職員数」は675人で、横浜市(1,485人)、
千葉県(919人)、大都市平均(732人)に比べて少ない。

総職員数 ＝ 損益勘定職員 ＋ 資本勘定職員

Ⅲ 職員数について
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NO 事業体名 損益勘定
職員(人)

資本勘定
職員(人)

総職員数
(人)

1東京都 3,233 390 3,623 
2横浜市 1,256 229 1,485 
3大阪市 1,311 0 1,311 
4名古屋市 1,094 134 1,228 
5千葉県 732 187 919 
6神奈川県 640 35 675 
7神⼾市 567 98 665 
8京都市 525 130 655 
9広島市 533 97 630 

10札幌市 544 81 625 
11川崎市 468 79 547 
12福岡市 394 109 503 
13仙台市 347 66 413 
14さいたま市 288 84 372 
15岡山市 268 60 328 
16北九州市 286 42 328 
17新潟市 257 56 313 
18堺市 165 61 226 
19熊本市 172 42 214 
20静岡市 134 36 170 
21浜松市 109 41 150 

大都市平均 634 98 732 
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県営⽔道の令和元年度の「総職員数」は675人で、ピーク時の
昭和62年度（1,043人）から、368人減少（△35%）した。

〇県営⽔道の職員数の推移

Ⅲ 職員数について
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損益勘定
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資本勘定
職員(人)

総職員数
(人)

62 1,003 40 1,043 
63 994 41 1,035 
元 978 41 1,019 
２ 968 41 1,009 
３ 963 41 1,004 
４ 953 56 1,009 
５ 929 57 986 
６ 926 58 984 
７ 925 58 983 
８ 934 53 987 
９ 921 53 974 
10 908 52 960 
11 894 38 932 
12 886 37 923 
13 867 43 910 
14 840 41 881 
15 835 29 864 
16 799 27 826 
17 787 26 813 
18 758 27 785 
19 715 26 741 
20 699 27 726 
21 669 26 695 
22 669 27 696 
23 660 27 687 
24 647 30 677 
25 646 30 676 
26 629 35 664 
27 631 35 666 
28 640 35 675 
29 643 35 678 
30 648 35 683 
元 640 35 675 



県営⽔道の「職員一人あたり有収⽔量」は473千㎥で、横浜市
（301千㎥ ）千葉県（417千㎥ ）大都市平均（366千㎥）に
比べて、効率性が⾼い状況となっている。

〇職員一人あたり有収⽔量 ＝ 有収⽔量 ／ 損益勘定職員
〇損益勘定職員１人当りの⽣産性を有収⽔量を基準として⾒る指標で、この値が⾼いほど

人的効率性が⾼いことを意味する。

Ⅲ 職員数について
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(千㎥)A/B

有収⽔量
（千㎥）A

損益勘定
職員(人)B

1浜松市 732 79,801 109 
2静岡市 527 70,576 134 
3堺市 525 86,646 165 
4神奈川県 473 303,033 640 
5東京都 457 1,478,461 3,233 
6さいたま市 439 126,316 288 
7千葉県 417 305,370 732 
8熊本市 411 70,703 172 
9福岡市 369 145,419 394 

10新潟市 364 93,617 257 
11川崎市 360 168,639 468 
12北九州市 342 97,902 286 
13札幌市 326 177,565 544 
14仙台市 326 113,021 347 
15京都市 313 164,076 525 
16神⼾市 302 171,344 567 
17横浜市 301 377,675 1,256 
18岡山市 300 80,283 268 
19大阪市 283 371,539 1,311 
20名古屋市 240 262,354 1,094 
21広島市 238 126,718 533 

大都市平均 366 231,955 634 
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県営⽔道の「職員一人あたり給⽔人口」は4,417人で、横浜市
（2,995人）千葉県（4,175人）大都市平均(3,421人)に比べて、
効率性が⾼い状況となっている。

〇職員一人あたり給⽔人口 ＝ 給⽔人口 ／ 損益勘定職員
〇損益勘定職員１人当りの⽣産性を給⽔人口を基準として⾒る指標で、この値が⾼いほど

人的効率性が⾼いことを意味する。

Ⅲ 職員数について
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（人）Ａ

損益勘定
職員（人）

Ｂ
1浜松市 7,093 773,101 109 
2静岡市 5,083 681,055 134 
3堺市 5,061 835,109 165 
4さいたま市 4,574 1,317,180 288 
5神奈川県 4,417 2,826,838 640 
6東京都 4,219 13,640,448 3,233 
7千葉県 4,175 3,056,177 732 
8熊本市 4,072 700,344 172 
9福岡市 3,892 1,533,275 394 

10札幌市 3,608 1,962,483 544 
11北九州市 3,439 983,529 286 
12川崎市 3,281 1,535,382 468 
13仙台市 3,058 1,061,155 347 
14新潟市 3,047 783,101 257 
15横浜市 2,995 3,761,518 1,256 
16京都市 2,779 1,458,799 525 
17神⼾市 2,675 1,516,525 567 
18岡山市 2,638 706,892 268 
19広島市 2,314 1,233,302 533 
20名古屋市 2,250 2,461,153 1,094 
21大阪市 2,095 2,746,983 1,311 

大都市平均 3,421 2,170,207 634 
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県営⽔道の「職員一人あたり管路延⻑」は13.9㎞で、横浜市
（6.35㎞ ）千葉県（9.99㎞ ）大都市平均（8.55㎞）に比べて、
⻑い。

〇職員一人あたり管路延⻑（km） ＝ 管路延⻑ ／ 総職員数

Ⅲ 職員数について
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NO 事業体名
職員一人

あたり管路延
⻑(km)

管路延⻑(km) 総職員
数(人)

1浜松市 34.62 5193.44 150
2熊本市 16.39 3507.74 214
3静岡市 15.79 2683.54 170
4北九州市 14.05 4610.02 328
5新潟市 13.93 4358.67 313
6神奈川県 13.90 9381.86 675
7岡山市 13.34 4375.68 328
8堺市 10.76 2432.45 226
9千葉県 9.99 9178.95 919

10さいたま市 9.83 3657.32 372
11札幌市 9.78 6109.48 625
12仙台市 9.08 3751.72 413
13福岡市 8.33 4187.72 503
14神⼾市 7.81 5196.06 665
15東京都 7.73 28021.54 3,623
16広島市 7.70 4852.94 630
17名古屋市 7.00 8594.52 1,228
18京都市 6.51 4265.81 655
19横浜市 6.35 9423.49 1,485
20川崎市 4.63 2530.32 547
21大阪市 3.98 5222.73 1,311

大都市平均 8.55 6,263.62 732 



〇県営⽔道は、有収⽔量・給⽔人口に比べて、職員数が
少ないため、人的効率性が⾼い。

（効率的に⽔を供給してきた結果、職員一人当たりの
管路延⻑が⻑い状況となっている。）

〇施設の⽼朽化が進む中で、増加する更新⼯事に、
どのように対応するかが課題となっている。

県営⽔道 横浜市 千葉県 大都市平均
〇総職員数 675人 1,485人 919人 732人
〇損益勘定職員一人あたり

有収⽔量 473千㎥ 301千㎥ 417千㎥ 366千㎥
〇損益勘定職員一人あたり

給⽔人口 4,417人 2,995人 4,175人 3,421人
〇職員一人あたり

管路延⻑ 13.9㎞ 6.35㎞ 9.99㎞ 8.55㎞

Ⅲ 職員数について
まとめ
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Ⅳ 債務の状況について
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（億円）

企業債・⻑期借入⾦の未償還元⾦は、平成14年度(2,127億円)
をピークに減少している。
※県営⽔道は、県企業庁の資⾦会計から借り入れている。（⻑期借入⾦）

Ⅳ 債務の状況について
企業債・⻑期借入⾦ 未償還元⾦の推移
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企業債 ⻑期借入⾦

企業債 ⻑期借入⾦ 合計
元 972 78 1,050 
２ 1,008 87 1,095 
３ 1,061 99 1,160 
４ 1,137 133 1,270 
５ 1,248 177 1,425 
６ 1,369 213 1,582 
７ 1,465 249 1,714 
８ 1,560 248 1,809 
９ 1,629 263 1,893 
10 1,914 67 1,981 
11 1,973 95 2,068 
12 1,985 100 2,086 
13 1,998 114 2,112 
14 2,005 121 2,127 
15 1,986 109 2,096 
16 1,943 117 2,060 
17 1,894 104 1,998 
18 1,866 110 1,977 
19 1,815 116 1,931 
20 1,625 193 1,818 
21 1,586 194 1,780 
22 1,500 246 1,746 
23 1,475 245 1,720 
24 1,451 236 1,688 
25 1,402 249 1,650 
26 1,320 281 1,601 
27 1,251 314 1,564 
28 1,199 354 1,553 
29 1,140 381 1,522 
30 1,085 391 1,476 
元 1,066 412 1,478 

29



⻑期借入⾦を含めた県営⽔道の「企業債残⾼対給⽔収益比率」は311%で、
横浜市（239%）千葉県（229%）大都市平均（201%）に比べて⾼い。

〇企業債残⾼対給⽔収益比率＝ （企業債＋⻑期借入⾦） ／ 給⽔収益
〇給⽔収益に対する企業債残⾼の割合であり、企業債残⾼の規模を表す指標。

Ⅳ 債務の状況について
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NO 事業体名
給⽔収益に対
する企業債等
残⾼の割合Ａ

/B

企業債残⾼
（億円）Ａ

給⽔収益
(億円)Ｂ

1京都市 587% 1601 273 
2静岡市 495% 443 89 
3北九州市 408% 579 142 
4広島市 358% 676 189 
5新潟市 354% 484 137 
6福岡市 351% 1120 319 
7神奈川県 311% 1478 475 
8熊本市 287% 336 117 
9川崎市 272% 673 247 

10仙台市 267% 632 236 
11浜松市 245% 246 100 
12横浜市 239% 1524 638 
13堺市 236% 333 141 
14千葉県 229% 1365 596 
15名古屋市 205% 857 417 
16大阪市 197% 1171 593 
17岡山市 181% 227 125 
18札幌市 172% 648 377 
19さいたま市 166% 445 268 
20神⼾市 87% 257 296 
21東京都 81% 2357 2893 

大都市平均 201% 831 413 
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県営⽔道の「元利償還⾦対給⽔収益比率」は36%で、横浜市
（24%）千葉県（22%）大都市平均（21%）に比べて⾼い。

〇元利償還⾦対給⽔収益比率＝
（企業債償還⾦＋⻑期借入⾦返還額＋支払利息） ／ 給⽔収益

〇給⽔収益に対する元利償還⾦の割合であり、元利償還⾦が経営に及ぼす影響を分析する
ための指標。

Ⅳ 債務の状況について
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NO 事業体名
元利償還⾦
対給⽔収益

Ｂ／Ａ
給⽔収益

（億円）Ａ
元利償還⾦
（億円）Ｂ

1京都市 71% 273 193 
2広島市 36% 189 69 
3神奈川県 36% 475 169 
4静岡市 33% 89 30 
5福岡市 33% 319 106 
6大阪市 33% 593 194 
7仙台市 29% 236 70 
8北九州市 29% 142 41 
9新潟市 25% 137 34 

10横浜市 24% 638 155 
11札幌市 23% 377 85 
12千葉県 22% 596 134 
13浜松市 22% 100 22 
14さいたま市 21% 268 57 
15熊本市 20% 117 23 
16岡山市 18% 125 23 
17川崎市 17% 247 42 
18名古屋市 15% 417 65 
19堺市 13% 141 19 
20東京都 8% 2,893 230 
21神⼾市 8% 296 23 

大都市平均 21% 413 85 
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流動比率は、Ａ１（給⽔人口30万人以上）よりも、政令市等のほうが低い。
政令市等に比べて県営⽔道の流動比率が低い理由は、企業債残⾼の規模を
表す指標である元利償還⾦対給⽔収益比率が⾼いため、流動資産に対して、
流動負債が多いことが考えられる。

〇流動比率 ＝ 流動資産 ／ 流動負債
〇短期的な債務に対する支払能⼒を表す指標で、100％以上であることが必要である。一般的に100%を

下回る場合は、１年以内に現⾦化できる資産で、１年以内に支払う負債を賄えないことになる。
「流動資産」・・現⾦、未収⾦等 「流動負債」・・未払⾦、企業債等（１年以内に支払う負債）

Ⅳ 債務の状況について

118.08 122.62 124.99 
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神奈川県 政令市等 Ａ１(30万以上)

神奈川県 政令市等 Ａ１
(30万以上)

H27 118.08 168.99 241.71

H28 122.62 159.12 249.08

H29 124.99 169.68 254.05

H30 111.97 166.51 258.22

R1 114.95 172.47 250.03

〇総務省の「経営比較分析表」による。
〇政令市等は、東京都と政令市になる。
〇Ａ１は、給⽔人口が30万人以上の事業体で、

神奈川県（283万人）及び千葉県（306万人）
が入っている。

（単位︓％）（単位︓％）
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〇元利償還⾦対給⽔収益比率（棒グラフ） × 流動比率（折れ線グラフ）

Ⅳ 債務の状況について
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〇総務省の「経営比較分析表」の「政令市等」から、神奈川県と千葉県を含め、千葉市を除いて作成した。
〇福岡市と熊本市は平成30年度決算数値、それ以外の⽔道事業体は令和元年度決算数値。

元利償還⾦対給⽔収益比率が⾼い事業体は、流動比率が低い傾向がある。 33



県営⽔道の「企業債償還元⾦対減価償却費率」は129%で、
大都市平均（59%）に比べて⾼い。

〇企業債償還元⾦対減価償却費率＝
（企業債＋⻑期借入⾦） ／ （減価償却費－⻑期前受⾦戻入）

〇資本の回収と再投資のバランスを⾒る指標で、一般的に100%を超えると再投資に当たって、企業債等に
頼らざるを得なくなるため、100%以下であることが望ましい。

Ⅳ 債務の状況について
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NO 事業体名
企業債償還元⾦
対減価償却費率
Ａ／（Ｂ－Ｃ）

企業債償還
元⾦等（億円）

Ａ
減価償却費
（億円）Ｂ

⻑期前受⾦
戻入（億円）

Ｃ
1神奈川県 129% 148 133 19 
2大阪市 109% 169 168 13 
3福岡市 107% 86 99 18 
4仙台市 94% 60 78 14 
5広島市 89% 56 82 19 
6静岡市 84% 23 32 5 
7京都市 82% 85 125 22 
8札幌市 71% 71 124 24 
9横浜市 69% 101 198 52 

10さいたま市 66% 47 84 13 
11新潟市 61% 27 56 10 
12川崎市 60% 32 62 8 
13千葉県 56% 111 271 73 
14堺市 54% 14 37 12 
15浜松市 52% 18 47 13 
16北九州市 51% 33 77 13 
17熊本市 48% 18 46 9 
18岡山市 47% 18 57 19 
19名古屋市 38% 52 141 6 
20東京都 27% 190 763 63 
21神⼾市 25% 18 103 31 

大都市平均 59% 66 133 22 
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（千葉県、横浜市）に比べて、
県営⽔道の「企業債償還元⾦対減価償却費率」は⾼い。

Ⅳ 債務の状況について
〇企業債償還元⾦対減価償却費率の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）
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H26 105% 61% 83%

H27 127% 63% 90%

H28 112% 65% 75%

H29 118% 63% 103%

H30 119% 64% 92%

R1 129% 56% 69%
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県営⽔道の「企業債充当率（⻑期借入⾦を含む）」は77％で、
大都市平均（29%）に比べて⾼い。

〇企業債充当率 ＝ （企業債＋⻑期借入⾦） ／ 建設改良費
〇建設改良費に対する企業債等の割合で、建設改良費を借入⾦で賄う割合を⽰す。
※神奈川県は、資⾦会計からの⻑期借入⾦を含んで算出している。

Ⅳ 債務の状況について
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NO 事業体名
企業債
充当率
Ａ／Ｂ

企業債等(⻑期
借入⾦含む)
（億円）Ａ

建設改良費
（億円）Ｂ

1神奈川県 77% 150 196 
2京都市 76% 136 178 
3川崎市 57% 43 75 
4広島市 54% 36 66 
5横浜市 45% 113 255 
6静岡市 43% 21 48 
7新潟市 42% 37 87 
8仙台市 40% 41 102 
9北九州市 36% 35 95 

10堺市 32% 19 60 
11福岡市 30% 39 128 
12千葉県 29% 100 350 
13浜松市 27% 17 62 
14熊本市 22% 17 77 
15名古屋市 21% 35 163 
16東京都 16% 150 957 
17岡山市 13% 9 68 
18さいたま市 11% 12 110 
19大阪市 7% 15 210 
20札幌市 6% 10 169 
21神⼾市 0% 0 116 

大都市平均 29% 49 170 
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管路延⻑が同規模の⽔道事業体（千葉県、横浜市）に比べて、
県営⽔道の「企業債充当率」は⾼い。

Ⅳ 債務の状況について
〇企業債充当率の推移（管路延⻑が同規模の⽔道事業体で比較）
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県営⽔道の「給⽔人口１人当りの債務残⾼」は5.2万円で、
横浜市(4.1万円)千葉県(4.5万円)大都市平均(3.8万円)に比べて⾼い。

〇給⽔人口１人当り債務残⾼＝（企業債＋⻑期借入⾦）／給⽔人口
〇債務は将来的に料⾦に含んで回収し返済に充てる必要があるため、債務の残⾼は、将来的

な料⾦⽔準を決める一つの要因になる。ただし、営業用、⼯業用等、家事用以外の用途の
使用⽔量にも影響を受ける。

Ⅳ 債務の状況について
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NO 事業体名 １人当たり債務
残⾼（万円）

1京都市 11.0 
2福岡市 7.3 
3静岡市 6.5 
4新潟市 6.2 
5仙台市 6.0 
6北九州市 5.9 
7広島市 5.5 
8神奈川県 5.2 
9熊本市 4.8 

10千葉県 4.5 
11川崎市 4.4 
12大阪市 4.3 
13横浜市 4.1 
14堺市 4.0 
15名古屋市 3.5 
16さいたま市 3.4 
17札幌市 3.3 
18岡山市 3.2 
19浜松市 3.2 
20東京都 1.7 
21神⼾市 1.7 

大都市平均 3.8 
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（⽔道料⾦が安いため）
〇県営⽔道は、建設改良費を企業債（⻑期借入⾦を含む）で

賄う割合が多いため、債務残⾼が多い。
（債務状況を⽰す指標が、横浜市・千葉県・大都市平均に

比べると⾼い。 ）
〇建設改良費を、どの程度まで企業債で賄っていくかが課題

となっている。

県営⽔道 横浜市 千葉県 大都市平均
〇企業債充当率（企業債等／建設改良費） 77%           45% 29% 29%

↓ ↓ ↓ ↓  ↓
〇企業債残⾼対給⽔収益比率 311％ 239% 229% 201％
〇元利償還⾦対給⽔収益比率 36%        24%  22%    21%
〇企業債償還元⾦対減価償却費率 129%        69%  56% 59%
〇給⽔人口１人当り債務残⾼ 5.2万円 4.1万円 4.5万円 3.8万円

Ⅳ 債務の状況について
まとめ
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〇施設の⽼朽化が進む中で、更新を着実に実施する必要が
ある。（労務単価が上がり、⼯事費は上昇している。）

〇一⽅で、県営⽔道の債務残⾼は多い。
（債務状況を⽰す指標が、横浜市・千葉県・大都市平均に

比べると⾼い。）
〇今後必要となる建設改良費を賄うために、⽔道料⾦の⽔準

のあり⽅を検討する必要がある。

〇県営⽔道は⿊字経営を⾏っており、⽔道料⾦も全国と比較
して安い⽔準である。

〇しかし、管路延⻑が同規模の事業体（横浜市・千葉県）と
比較すると、
①建設改良費が少なく、施設の⽼朽化が進んでいる。
②⽔道料⾦が安いため、建設改良費を企業債（⻑期借入⾦

を含む）で賄う割合が⾼い。

Ⅴ まとめ
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